
もとす広域連合

（平成28年11月1日現在）
管内の人口と世帯数

世帯数
39,942世帯

人口
107,310人

女
54,617人

男
52,693人

【主な内容】
平成28年第 3 回もとす広域連合議会定例会開催   2
平成27年度もとす広域連合歳入歳出決算   3
介護保険と税金   4
もとす広域連合表彰   5
休日急患診療所のご案内   5
老人福祉施設 大和園   6
衛生施設 さわやかプラント通信   7
平成29年4月採用 日日雇用職員募集   7
地域包括支援センターだより   8  

平成28年12月1日発行

第67号

年長児の療育指導方法
研修会　H28. 9 .15

（児童精神科医師　井川典克先生を講師に迎えて）

療育講座
「ことばの発達の

みちすじ」について
保護者と職員研修　H28. 9 .23

（言語聴覚士　矢神裕之先生を講師に迎えて）

大友　剛　
♪絵本・マジック・音楽♪

コンサート　H28.10. 2

（北方町まちづくり活動助成団体・ワクワクピートキッズの皆様 ）

幼児療育センター 行事の様子



議会費 952,344円 0.2％
公債費 8,985,467円 1.9％

民生費 
90,225,884円 
19.2％

総務費 104,896,901円 22.4％

衛生費
264,116,910円
56.3％

県支出金 158,000円 0.0％
諸収入 622,026円 0.1％財産収入 798,796円 0.2％

国庫支出金 17,316,000円 3.3％
使用料及び手数料 
36,655,054円 7.1％
繰越金 43,511,587円 
8.4％

繰入金 49,940,000円 9.6％
サービス事業収入 57,317,624円 11.1％

分担金及び負担金
312,323,000円
60.2％

基金積立金 64,912,889円 1.0％
諸支出金 
110,559,461円 1.7％
総務費 
141,854,967円 2.2％
地域支援事業費 
163,302,842円 
2.5％

保険給付費
6,025,031,761円

92.6％

財産収入 51,889円 0.0％使用料及び手数料 417,200円 0.0％
諸収入 5,250,280円 0.1％
繰越金 245,138,815円 3.6％
県支出金 911,218,723円 
13.4％

分担金及び負担金 
1,003,952,200円 
14.7％ 国庫支出金

1,326,839,244円
19.4％

保険料
1,634,488,600円

23.9％

支払基金交付金
1,698,801,092円

24.9％

公債費 38,261,774円 
4.1％

民生費 
115,368,847円 
12.4％

総務費 115,818,143円 12.4％

サービス事業費
664,246,086円
71.1％

寄附金 300,000円 0.0％財産収入 376,029円 0.0％

県支出金 22,000円 0.0％

使用料及び手数料 
45,000円 0.0％

諸収入 1,593,532円 0.2％
繰越金 77,961,776円 7.7％

分担金及び負担金 
141,170,856円 
13.9％

繰入金 197,880,000円 19.5％

サービス事業収入
597,075,106円
58.7％
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平
成
28
年
第
3
回
も
と
す
広
域
連
合
議
会
定
例
会
が
、
10
月

17
日
か
ら
10
月
28
日
ま
で
の
12
日
間
の
会
期
で
、
本
巣
市
役
所

本
庁
舎
3
階
の
議
場
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
定
例
会
で
は
、
本
巣
市
、
北
方
町
選
出
議
員
の
改
選
に
よ

り
合
計
2
名
の
議
員
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
各
委
員
会

委
員
の
選
任
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
条
例
の
新
規
制
定
・
一
部
改
正
案
6
件
、
不
動
産
の

譲
与
に
つ
い
て
1
件
、
平
成
27
年
度
の
決
算
認
定
議
案
3
件
、

平
成
28
年
度
の
補
正
予
算
案
3
件
な
ど
の
議
案
が
上
程
さ
れ
、

い
ず
れ
も
慎
重
な
審
議
の
末
、
原
案
の
と
お
り
可
決
等
さ
れ
ま

し
た
。

提
出
議
案

議�

案
第
1
号
　
も
と
す
広
域
連
合
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

�　

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
26
年
法
律
第
34
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

職
員
の
退
職
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、

条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

議�

案
第
2
号
　
も
と
す
広
域
連
合
職
員
の
降
給
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

�　

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
26
年
法
律
第
34
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

職
員
の
降
給
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
条
例

を
制
定
す
る
も
の
。

議�

案
第
3
号
　
も
と
す
広
域
連
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

�　

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
26
年
法
律
第
34
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

関
係
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
。

議�

案
第
4
号
　
も
と
す
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

�　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
27
年
法

律
第
46
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
義
務
教
育
学
校
が
新
た
な
学

校
の
種
類
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
条
例

の
改
正
を
行
う
も
の
。

議�

案
第
5
号
　
も
と
す
広
域
連
合
非
常
勤
の
特
別
職
職
員
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

�　

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
47
年
法
律
第
57
号
）
に
基
づ
く

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
実
施
後
の
高
ス
ト
レ
ス
者
へ
の
面
接
指

導
に
お
い
て
、
面
接
指
導
を
行
う
健
康
管
理
医
の
報
酬
に
つ

い
て
、新
た
に
規
定
す
る
た
め
、条
例
の
改
正
を
行
う
も
の
。

議�

案
第
6
号
　
も
と
す
広
域
連
合
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

�　

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26
年
法
律
第
68
号
）
に
基
づ
く

不
服
申
立
て
の
審
査
手
続
に
お
け
る
提
出
さ
れ
た
資
料
又
は

資
料
の
写
し
の
謄
写
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
手
数
料
の

額
を
定
め
る
と
と
も
に
、
減
額
又
は
免
除
に
つ
い
て
の
規
定

の
追
加
を
行
う
も
の
。

議�

案
第
7
号
　
不
動
産
の
譲
与
に
つ
い
て

　

�　

本
巣
林
研
ク
ラ
ブ
が
実
施
す
る
森
林
・
山
村
多
面
的
機
能

発
揮
対
策
交
付
金
事
業
に
お
い
て
、
本
広
域
連
合
分
収
林
の

ナ
ラ
の
木
が
必
要
と
な
る
た
め
、
本
巣
林
研
ク
ラ
ブ
へ
譲
与

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

発
議
第
1
号

　

議
案
第
7
号
　
不
動
産
の
譲
与
に
つ
い
て
に
対
す
る
付
帯
決
議

　

�　

議
案
第
7
号
不
動
産
の
譲
与
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
森

林
環
境
教
育
の
実
践
に
の
み
使
用
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る

付
帯
決
議
を
す
る
も
の
。

議�

案
第
8
号
　
平
成
27
年
度
も
と
す
広
域
連
合
一
般
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議�

案
第
9
号
　
平
成
27
年
度
も
と
す
広
域
連
合
介
護
保
険
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議�

案
第
10
号
　
平
成
27
年
度
も
と
す
広
域
連
合
老
人
福
祉
施
設

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議�

案
第
11
号
　
平
成
28
年
度
も
と
す
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
2
号
）
に
つ
い
て

　

�　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
2
3
5
6

万
8
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
4
億
7
2
6
6
万
7
千
円
と
す
る
も
の
。

議�

案
第
12
号
　
平
成
28
年
度
も
と
す
広
域
連
合
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）
に
つ
い
て

　

�　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
2
億

2
2
5
2
万
3
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
72
億
5
3
7
8
万
5
千
円
と
す
る
も
の
。

議�

案
第
13
号
　
平
成
28
年
度
も
と
す
広
域
連
合
老
人
福
祉
施
設

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
2
号
）

に
つ
い
て

　

�　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
3
1
1
3
万

4
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
9
億
1
3
3
2
万
9
千
円

と
す
る
も
の
。

も
と
す
広
域
連
合
議
会
定
例
会
開
催

平
成
28
年

第
3
回

2
第67号
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繰入金 49,940,000円 9.6％
サービス事業収入 57,317,624円 11.1％

分担金及び負担金
312,323,000円
60.2％

基金積立金 64,912,889円 1.0％
諸支出金 
110,559,461円 1.7％
総務費 
141,854,967円 2.2％
地域支援事業費 
163,302,842円 
2.5％

保険給付費
6,025,031,761円

92.6％

財産収入 51,889円 0.0％使用料及び手数料 417,200円 0.0％
諸収入 5,250,280円 0.1％
繰越金 245,138,815円 3.6％
県支出金 911,218,723円 
13.4％

分担金及び負担金 
1,003,952,200円 
14.7％ 国庫支出金

1,326,839,244円
19.4％

保険料
1,634,488,600円

23.9％

支払基金交付金
1,698,801,092円

24.9％

公債費 38,261,774円 
4.1％

民生費 
115,368,847円 
12.4％

総務費 115,818,143円 12.4％

サービス事業費
664,246,086円
71.1％

寄附金 300,000円 0.0％財産収入 376,029円 0.0％

県支出金 22,000円 0.0％

使用料及び手数料 
45,000円 0.0％

諸収入 1,593,532円 0.2％
繰越金 77,961,776円 7.7％

分担金及び負担金 
141,170,856円 
13.9％

繰入金 197,880,000円 19.5％

サービス事業収入
597,075,106円
58.7％

議会費 952,344円 0.2％
公債費 8,985,467円 1.9％

民生費 
90,225,884円 
19.2％

総務費 104,896,901円 22.4％

衛生費
264,116,910円
56.3％

県支出金 158,000円 0.0％
諸収入 622,026円 0.1％財産収入 798,796円 0.2％

国庫支出金 17,316,000円 3.3％
使用料及び手数料 
36,655,054円 7.1％
繰越金 43,511,587円 
8.4％

繰入金 49,940,000円 9.6％
サービス事業収入 57,317,624円 11.1％

分担金及び負担金
312,323,000円
60.2％

基金積立金 64,912,889円 1.0％
諸支出金 
110,559,461円 1.7％
総務費 
141,854,967円 2.2％
地域支援事業費 
163,302,842円 
2.5％

保険給付費
6,025,031,761円

92.6％

財産収入 51,889円 0.0％使用料及び手数料 417,200円 0.0％
諸収入 5,250,280円 0.1％
繰越金 245,138,815円 3.6％
県支出金 911,218,723円 
13.4％

分担金及び負担金 
1,003,952,200円 
14.7％ 国庫支出金

1,326,839,244円
19.4％

保険料
1,634,488,600円

23.9％

支払基金交付金
1,698,801,092円

24.9％

公債費 38,261,774円 
4.1％

民生費 
115,368,847円 
12.4％

総務費 115,818,143円 12.4％

サービス事業費
664,246,086円
71.1％

寄附金 300,000円 0.0％財産収入 376,029円 0.0％

県支出金 22,000円 0.0％

使用料及び手数料 
45,000円 0.0％

諸収入 1,593,532円 0.2％
繰越金 77,961,776円 7.7％

分担金及び負担金 
141,170,856円 
13.9％

繰入金 197,880,000円 19.5％

サービス事業収入
597,075,106円
58.7％

平成27年度 歳入歳出決算報告
　平成28年第 3回もとす広域連合議会定例会において認定されました、平成27年度決算
について主な概要をお知らせします。

一般会計

介護保険特別会計

老人福祉施設特別会計

歳入合計　518,642,087円 歳出合計　469,177,506円

歳入合計　6,826,158,043円 歳出合計　6,505,661,920円

歳入合計　1,016,424,299円 歳出合計　933,694,850円

決算の状況
　決算額は、歳入が518,642,087円、歳出が469,177,506円で、歳入歳出差引額は49,464,581円となりました。
　なお、予算額に対する決算額の比率は、歳入が103.4％で歳出が93.5％となり、実質収支額は49,464,581円となりました。

決算の状況
　決算額は、歳入が6,826,158,043円、歳出が6,505,661,920円で、歳入歳出差引額は320,496,123円となりました。
　なお、予算額に対する決算額の比率は、歳入が97.0％で歳出が92.5％となり、実質収支額は320,496,123円となりました。

決算の状況
　決算額は、歳入が1,016,424,299円、歳出が933,694,850円で、歳入歳出差引額は82,729,449円となりました。
　なお、予算額に対する決算額の比率は、歳入が100.8％で歳出が92.6％となり、実質収支額は82,729,449円となりました。

※0.1％未満は、0.0％と表示してあります。
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介 護 保 険 と 税 金
　介護保険料や介護保険で使ったサービス費用の一部は、所得税や住民税の申告時
に控除の対象となります。
社会保険料控除
　社会保険料控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族の負担すべき社会保険料を支払っ
た場合又は給与等から控除される場合に受けられる所得控除です。
　控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

医療費控除
　自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族の医療費を支払った場合には、その支払った金額の一部
について所得控除を受けることができる場合があります。
　介護保険において、在宅サービスや特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用した際の利用者負担金
は、その領収証に記載される「医療費控除対象金額」について、医療費控除額を計算する際の「支払った医
療費の額」に算入することができます。

おむつにかかる費用について
　おむつ代で医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。
　なお、前年におむつ代について医療費控除を受けた方で、介護保険法に基づく「主治医意見書」の記載に、
寝たきりの状態にあることかつ尿失禁発生の可能性があることが確認できる場合には、医師が発行した「お
むつ使用証明書」がなくても、もとす広域連合が発行する確認書類で控除を受けられる場合があります。
　確認書類が必要な方は、もとす広域連合介護保険課認定係（電話058-320-2221）までお尋ねください。

介護保険料の納付済額〜税申告に〜
　社会保険料控除の必要書類として、平成28年の 1年間に納付いただいた介護保険料の金額（納付書払いや
口座振替利用分のみ）をお知らせします。 1月下旬頃、郵便はがきにて送付しますので、確定申告（所得税）
や住民税申告にご利用ください。
　公的年金から差し引かれた金額（特別徴収分）については、年金保険者から送付される公的年金の源泉徴
収票に記載されますのでご確認ください。

税に関する問い合わせ
岐阜北税務署　058-262-6131　瑞穂市税務課　058-327-4112
本巣市税務課　0581-34-5022　北方町税務課　058-323-1116

医療費控除の対象となる居宅サービス等の種類

居宅サービス等の種類

医療費控除の対象と
なる居宅サービス
（医療系サービス）

（介護・予防）訪問看護　　　　　（介護・予防）訪問リハビリテーション
（介護・予防）居宅療養管理指導　（介護・予防）通所リハビリテーション
（介護・予防）短期入所療養介護　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　看護小規模多機能型居宅介護（生活援助中心型の訪問介護の部分を除く）

上記の居宅サービスと
併せて利用する場合に
控除の対象となるもの
（福祉系サービス）

（介護・予防）訪問介護（ホームヘルプサービス）
（介護・予防）訪問入浴介護　　　　　（介護・予防）通所介護（デイサービス）
（介護・予防）認知症対応型通所介護　（介護・予防）小規模多機能型居宅介護
（介護・予防）短期入所生活介護（ショートステイ）
　夜間対応型訪問介護　　　　　　　　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　看護小規模多機能型居宅介護（生活援助中心型の訪問介護の部分を除く）
　地域密着型通所介護
　地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービスを除く）
　地域支援事業の通所型サービス（生活援助中心のサービスを除く）
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もとす在宅医療介護連携センター
が設置されました。

医療費控除の対象となる施設サービスの種類

施設サービスの種類

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）　　　介護老人保健施設　　　介護療養型医療施設

※医療費控除の対象となる金額については、居宅サービスや施設サービスを提供している事業者が発行する
領収書に記載されていますので、ご確認ください。

医療費控除の対象とならない居宅サービス等の種類

居宅サービス等の種類

（介護・予防）認知症対応型共同生活介護（グループホーム）　　　（介護・予防）福祉用具貸与
（介護・予防）特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）　　　　地域密着型特定施設入居者生活介護
（居宅介護・介護予防）福祉用具購入　　（居宅介護・介護予防）住宅改修　　訪問介護（生活援助中心型）
　看護小規模多機能型居宅介護（生活援助中心型の訪問介護の部分）

　地域の在宅医療と介護の連携を推進するために、病院やサービス事業所からの在
宅医療、介護サービス連携に関する事項の相談を受け付けます。
◆受 付 日　月曜日〜金曜日（土・日・祝は除く）
◆受付時間　午前 9時〜午後 5時
◆受付窓口　もとす在宅医療介護連携センター（もとす医師会　もとす訪問看護ステーション内）
◆電話番号　058-324-9594
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老人福祉施設 大和園
■事務受付時間／月〜金　午前 8 ：30〜午後 5 ：15
■相談時間／24時間　365日
　（ 午後 4 ：30以降のお問い合わせは翌営業日に担当者

より折り返しご連絡致します。）
■相談窓口／0581-34-2555

　「家に閉じこもりがち」「外で誰かと交流したい」「外に出
掛ける機会をもうけたい」「ひとりで出掛けるのは心配」
「もっと元気になってもらいたい」「ひとり暮らしが心配」
とお思いのご家族様、地域の皆様。ぜひ一度、お気軽に大
和園へお問い合わせ下さい。

地域のみなさまへ…

老人福祉施設 大和園

 介護コラム vol.1
※�今回号より、施設で働く職員のコラムを連載させていただきます。個人の
主観によるものですが、福祉の捉え方として読んでいただければ幸いです。

　大和園で介護の仕事に携わり、いつも思うこと。それは『僕が歳をとったら、やっ
ぱり施設にお世話になるのかな？』ということ。
　この仕事に携わり、まだ 6年程ですが、その間にも、介護サービスがどんどん
増え、多様化してきました。そして『歳をとる＝介護サービスを利用する』とい
う流れが、社会に定着しつつあるなあと感じます。
　実際、お年寄りの方が介護サービスを受けられることを知っていても、最後ま
でデイサービスや老人ホームのお世話にならず、ゲートボールや畑仕事、喫茶店のモーニング、老人
会等の社会資源を活用して余生を過ごされる場合もあります。一度介護サービスを受けると最後まで、
というイメージもあるかもしれませんが、デイサービスに通ったり、老人ホームに入所したけれど、

介護サービスを活用しながら元気になって在宅生活に戻られたというケースも
多々あります。自分も介護士として、介護を通じて、お年寄りやご家族の方を応
援しています。
　介護サービスは、必要になった時、すぐに利用できる時代になりました。しかし、
一方で、利用し始めると、元気だった頃の生活に戻りにくくなるというケースも
あります。だからといって、施設や介護サービスの利用を遠ざける必要もないで

すが、「デイサービスに通ったら、そのうち入所して最後まで」ということでもないと思います。
　老人ホームなどの施設だけがお年寄りの安住の地にならないように、家
族との繋がり、地域社会との繋がり、自分が元々もっていた生活習慣との
繋がりを絶やさないようにしながら、地域資源の一部として、お年寄りと
その家族に寄り添い支えていければと思います。
　これからも、利用者様に和やかな時間を過ごせてもらえるように、介護
職員としてスキルアップしていきながら、大和園で頑張っていきたいです。

地域を支える公的機関として
　今年も残すところ、あと1ヶ月となりました。冬の寒さが身に染みる毎日になってきましたが、
地域の皆様は元気にお過ごしでしょうか？大和園では、利用者様と共に、職員一同元気な毎日
を過ごしています。
　さて、今年度も、利用者の皆様に安心して過ごして頂けるよう、介護スタッフは感染症予防
や接遇の研修会を重ね、サービスの向上を図ってきました。また、現在、厚生労働省によって推
進されている介護職員資質向上促進事業「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」への取
り組みも始めました。
　これからも、地域から信頼される施設として、皆様からのご指導を賜りながら、成長を続け
ていきたいと思います。

介護士から見る介護【男性介護職員（38）　勤続 6 年】
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平成27年度　衛生施設処理状況
　衛生施設では、瑞穂市・本巣市・北方町の各家庭などから搬入される、し尿や浄化槽汚泥等
を処理しています。
　平成27年度（平成27年 4 月から平成28年 3 月まで）の市町別の処理状況をお知らせします。

（単位：キロリットル）

月
瑞　穂　市 本　巣　市 北　方　町

合　計
生し尿 浄化槽汚泥 農集・コミプラ 生し尿 浄化槽汚泥 農　集 生し尿 浄化槽汚泥

4 56.3 2,480.2 0.0 65.7 1,713.6 419.7 13.5 240.4 4,989.4

5 54.8 2,273.8 27.0 68.3 1,526.8 410.0 11.3 193.9 4,565.9

6 59.2 2,520.0 100.0 66.8 1,733.1 411.5 11.6 288.3 5,190.5

7 56.0 2,286.8 27.0 67.4 1,595.4 421.0 10.9 217.2 4,681.7

8 54.0 2,277.4 0.0 64.3 1,605.0 448.5 12.6 164.4 4,626.2

9 55.2 2,224.2 27.0 64.0 1,724.6 406.5 13.3 212.6 4,727.4

10 56.0 2,849.3 0.0 74.8 1,651.3 408.5 11.7 182.5 5,234.1

11 56.9 2,493.5 27.0 89.6 1,784.3 420.0 13.8 236.0 5,121.1

12 66.2 2,624.1 0.0 91.3 1,793.0 418.5 14.1 223.8 5,231.0

1 55.8 2,388.6 27.0 65.7 1,214.7 418.5 16.9 130.4 4,317.6

2 61.1 2,993.6 0.0 64.4 1,392.2 410.5 15.4 205.1 5,142.3

3 69.0 3,649.0 29.0 67.9 1,805.0 435.5 16.2 254.5 6,326.1

計
700.5 31,060.5 264.0 850.2 19,539.0 5,028.7 161.3 2,549.1

60,153.3
32,025.0 25,417.9 2,710.4

◦問い合わせ／電話 058-326-3627

◦募集職種及び採用予定人員／
　　日日雇用職員（衛生施設事務）… 1名
　　勤　務　地…もとす広域連合　衛生施設（瑞穂市生津天王東町 2 -57）
◦雇用期間／平成29年 4 月 1 日〜平成30年 3 月31日
◦勤務時間／原則平日の午前 9時〜午後 3時
◦賃 金 等／日額4,200円
◦応募資格等／パソコン操作ができる方
◦申込書類／履歴書（写真貼付）
◦選考試験／面接試験
◦申込期限／平成29年 1 月20日（金）　午後 5時15分　必着
◦問合せ・申込み先／衛生施設　総務係
　　　　　　　　　　〒501-0215　瑞穂市生津天王東町 2 -57　電話（058）326-3627

平成29年 4 月採用　日日雇用職員募集
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もとす広域連合〈瑞穂市・本巣市・北方町〉 地域包括支援センター

発行／もとす広域連合　〒501-0462 岐阜県本巣市宗慶365番地
電話058-320-2266　FAX058-320-2265　http://www.kaigohoken.or.jp

地域包括支援センターは行政機関等の相談窓口と連携をとっています。お気軽にご相談ください。

介護保険の認定（要支援・要介護）を受けると、住宅改修費の支給が受けられます。

＊＊対象になる工事は以下のとおりです＊＊

介護保険の住宅改修について知っていますか？

　上記の住宅工事について、20万円を上限として介護保険の負担割合により、 1割又は 2割の
利用者負担で実施できます。

※介護保険の住宅改修には、事前の申請手続きが必要です。
　自宅で生活をする時に、住宅改修が必要になったときは、お近くの地域包括支援センターや
ケアマネジャーに必ずご相談ください。

　その他に歩行器や手すりなどの福祉用具のレンタルや購入できるサービスがあります。レン
タルや購入費負担できるものは品目が決まっています。介護度によっても、利用できる品目が
違います。（福祉用具購入費の支給は指定福祉用具販売事業者からの購入のみ支給されます。）
詳しくは、地域包括支援センター又は、ケアマネジャーにおたずねください。

①手すりの取り付け（玄関、トイレ、浴室など）
②段差の解消（玄関の上がりかまち、敷居の段差など）
③�すべりの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の
変更
④引き戸などへの扉の取り替え
⑤和式便器から洋式便器等への便器の取り替え
※�上記の住宅改修に付帯して必要となる工事（国により定められています。）も対象となる
場合があります。

瑞穂市地域包括支援センター 〒501-0222�瑞穂市別府1283番地（瑞穂市総合センター1階）
　　　　　　電話：058-327-4118　FAX：058-327-5304

本巣市地域包括支援センター 〒501-0466�本巣市下真桑1199番地1（本巣市真正老人福祉センター内）
　　　　　　電話：058-324-5166　FAX：058-324-5167

北方町地域包括支援センター 〒501-0452�本巣郡北方町高屋石末1丁目9番地（北方町総合体育館東隣）
　　　　　　電話：058-323-5540　FAX：058-323-5569

各市町の地域包括支援センターの連絡先
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